
第

六

百

九

十

六

号

令

和

八

年

六

月

二

十

三

日

一
時
保

護
を
開

始
す
る

理
由
と

な
つ
た

具
体
的

事
実
の

内
容

一
時
保

護
の
理

由

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

子
ど
も
家
庭
課)

二
六
三
ペ
ー
ジ

告

示

○
肥
料
の
登
録

(

農
産
園
芸
課)

二
六
四

○
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

(

同

)

二
六
四

○
肥
料
の
登
録
の
失
効

(

同

)

二
六
五

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

砂

防

課)

二
六
五

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(
同

)

二
六
六

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(
同

)

二
六
六

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

二
六
七

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)
二
六
七

雑

報

○｢

一
般
国
道
十
九
号
瑞
浪
恵
那
道
路

環
境
影
響
評
価
書

平
成
二

十
六
年
四
月｣

に
基
づ
く
事
後
調
査
報
告
書(

令
和
七
年
度)

の
公

告

(

環
境
管
理
課)

二
六
八

規

則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
七
十
八
号

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
備
考
第
一
号
中｢､

第
５
条
の
４
第
６
項
｣

を
削
り
、｢第

５
条
の
４
の
２
第
５
項
｣

を

｢第
５
条
の
４
第
５
項
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
備
考
第
二
号�
中｢､

第
５
条
の
４
第
６
項
｣

を
削
り
、｢第

５
条
の
４
の
２
第
５
項
｣

を｢第
５
条
の
４
第
５
項
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
備
考
第
二
号
中｢､

第
５
条
の
４
第
６
項
｣

を
削
り
、｢第

５
条
の
４
の
２
第
５
項
｣

を

｢第
５
条
の
４
第
５
項
｣

に
改
め
、
同
表
備
考
第
三
号
た
だ
し
書
を
削
る
。

別
記
第
二
十
七
号
様
式
中｢下

記
の

｣

を｢下
記
の
児
童
に
つ
い
て
､
｣

に
、｢第

33条
第

｢
｢

項
｣

を｢第
33条
｣

に
、

を

に
改
め
る
。

｣
｣
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日



別
記
第
二
十
七
号
様
式
の
二
中｢第

33条
第

項
｣

を｢第
33条
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
中｢第

33条
第
項
｣

を｢第
33条
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
八
号
様
式
の
二
中｢第

33条
第

項
｣

を｢第
33条
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
三
備
考
の
改
正
規
定(

同
表
備
考
第

三
号
た
だ
し
書
を
削
る
部
分
に
限
る
。)

は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
七
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
八
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

第 696 号 岐 阜 県 公 報 令和８年６月23日 ( 264 )

岐
阜
県
第

九
四
九
号

登
録
番
号

加
工
家
き
ん

ふ
ん
肥
料

肥
料
の
種
類

ユ
ー
キ
四
号

肥
料
の
名
称

窒
素
全
量

三
・
五

り
ん
酸
全
量

三
・
三

加
里
全
量

二
・
五

保
証
成
分
量

(

％)

公
定
規

格
の
と

お
り

そ
の
他

の
規
格

サ
ン
エ
ッ
グ
フ
ァ
ー
ム

株
式
会
社

愛
知
県
岡
崎
市
保
久
町

字
須
之
山
一
番
地
一

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

岐
阜
県
第

八
九
六
号

岐
阜
県
第

八
九
五
号

岐
阜
県
第

八
九
四
号

岐
阜
県
第

八
九
三
号

岐
阜
県
第

八
九
二
号

岐
阜
県
第

八
九
一
号

岐
阜
県
第

七
九
六
号

登
録
番
号

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

消
石
灰

消
石
灰

炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

肥
料
の
種
類

東
方
粒
状
炭

酸
苦
土
石
灰

東
方
炭
酸
苦

土
石
灰

粒
状
一
五
炭

酸
苦
土
石
灰

一
五
炭
酸
苦

土
石
灰

七
二
顆
粒
消

石
灰

七
〇
消
石
灰

粒
状
一
五
炭

酸
苦
土
石
灰

肥
料
の
名
称

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

七
二
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

七
〇
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

五
三
・
〇

可
溶
性
苦
土

一
五
・
〇

保
証
成
分
量

(

％)

公
定
規

格
の
と

お
り

公
定
規

格
の
と

お
り

公
定
規

格
の
と

お
り

公
定
規

格
の
と

お
り

公
定
規

格
の
と

お
り

そ
の
他

の
規
格

東
方
工
業
株
式
会
社

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬

東
二
丁
目
一
三
番
一
○

号 東
方
工
業
株
式
会
社

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬

東
二
丁
目
一
三
番
一
○

号 東
方
工
業
株
式
会
社

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬

東
二
丁
目
一
三
番
一
○

号 東
方
工
業
株
式
会
社

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬

東
二
丁
目
一
三
番
一
○

号 東
方
工
業
株
式
会
社

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬

東
二
丁
目
一
三
番
一
○

号 東
方
工
業
株
式
会
社

佐
賀
県
佐
賀
市
高
木
瀬

東
二
丁
目
一
三
番
一
○

号 矢
橋
工
業
株
式
会
社

大
垣
市
赤
坂
町
二
二
六

番
地

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所



岐
阜
県
告
示
第
三
百
十
九
号

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)
第
十
四
条
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
号)

の
う
ち
次
の
区
域
の
指

定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
三
年
岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号)

の
う
ち
次
の
区
域

の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律(

平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
七
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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岐
阜
県
第

九
二
六
号

登
録
番
号

岐
阜
県
第

九
二
七
号

岐
阜
県
第

九
二
五
号

岐
阜
県
第

九
二
四
号

加
工
家
き
ん

ふ
ん
肥
料

肥
料
の
種
類

消
石
灰

消
石
灰

混
合
石
灰
肥

料

発
酵
鶏
糞

肥
料
の
名
称

七
〇
消
石
灰

七
二
顆
粒
消

石
灰

苦
土
マ
ン
ガ

ン
ほ
う
素
混

合
肥
料
一
号

窒
素
全
量

三
・
五

り
ん
酸
全
量

四
・
一

加
里
全
量

二
・
六

保
証
成
分
量

(

％)

ア
ル
カ
リ
分

七
○
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

七
二
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

四
九
・
〇

く
溶
性
苦
土

九
・
〇

く
溶
性
マ
ン

ガ
ン○

・
五
○

く
溶
性
ほ
う

素
○
・
二
五

公
定
規

格
の
と

お
り

そ
の
他

の
規
格

公
定
規

格
の
と

お
り

亀
屋
商
事
株
式
会
社

羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
九

丁
目
一
八
九
番
地

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

近
藤
石
灰
工
業
株
式
会

社大
垣
市
赤
坂
町
三
一
六

九 株
式
会
社
古
田
石
灰
工

業
所

大
垣
市
昼
飯
町
三
六
番

地 清
水
工
業
株
式
会
社

大
垣
市
赤
坂
東
町
二
番

地
の
一

区

域

の

名

称

越
後
洞
１

区

域

の

名

称

区

域

の

所

在

地

高
山
市
石
浦
町

区

域

の

所

在

地

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類



(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
五
年

岐
阜
県
告
示
第
百
七
十
二
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
三
年

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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越
後
洞
１

区

域

の

名

称

小
畑
谷

高
山
市
石
浦
町

区

域

の

所

在

地

高
山
市
久
々
野
町
無
数
河

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

小
畑
谷

越
後
洞
１

区

域

の

名

称

小
畑
谷

区

域

の

名

称

高
山
市
久
々
野
町
無
数
河

高
山
市
越
後
町

区

域

の

所

在

地

高
山
市
久
々
野
町
無
数
河

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

土
石
流

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類



令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務

所
及
び
高
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
交
通
信
号
制
御
機
及
び
交
通
信
号
制
御
機
付
加
機
能
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
８
年
４
月
３
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
８
年
５
月
15日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
一
丁
目
１
番
４
号

株
式
会
社
京
三
製
作
所
名
古
屋
支
店

支
店
長
中
村
大
輔

６
落
札
金
額
33,396,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
調
達
第
二
係
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半
田
１

区

域

の

名

称

上
広
瀬
１

宇
津
江
４

宮
地
２

宮
地
１

蓑
輪
２

半
田
２

半
田
１

区

域

の

名

称

高
山
市
国
府
町
半
田

区

域

の

所

在

地

高
山
市
国
府
町
上
広
瀬

高
山
市
国
府
町
宇
津
江

高
山
市
国
府
町
宮
地

高
山
市
国
府
町
宮
地

高
山
市
国
府
町
蓑
輪

高
山
市
国
府
町
半
田

高
山
市
国
府
町
半
田

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

上
広
瀬
１

宇
津
江
４

宮
地
２

宮
地
１

蓑
輪
２

半
田
２

高
山
市
国
府
町
上
広
瀬

高
山
市
国
府
町
宇
津
江

高
山
市
国
府
町
宮
地

高
山
市
国
府
町
宮
地

高
山
市
国
府
町
蓑
輪

高
山
市
国
府
町
半
田

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流



�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
交
通
事
故
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
等
の
賃
貸
借
の
延
長
等
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
随
意
契
約

３
随
意
契
約
の
理
由
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
(平
成
７
年
政
令
第
372号

)
第
11条
第
１
項
第
２
号
該
当

４
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
令
和
８
年
４
月
27日

５
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
４
番
１
号

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

営
業
統
括
本
部
長
石
崎
洋

６
契
約
金
額
56,839,200円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
調
達
第
二
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

雑

報

○｢

一
般
国
道
十
九
号
瑞
浪
恵
那
道
路

環
境
影
響
評
価
書

平
成
二
十
六
年
四
月｣

に
基
づ
く

事
後
調
査
報
告
書(

令
和
七
年
度)

の
公
告

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
事
後
調
査
報
告
書
を
作
成
し
た
の
で
、
同
条
例
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
二
十
三
日

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局

中
部
地
方
整
備
局
長

森

本

輝

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名

称

国
土
交
通
省

中
部
地
方
整
備
局

２

代

表

者

の

氏

名

中
部
地
方
整
備
局
長

森
本
輝

３

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
三
の
丸
二
丁
目
五
番
一
号

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

１

名
称

一
般
国
道
十
九
号

瑞
浪
恵
那
道
路

２

種
類

一
般
国
道
の
改
築(

環
境
影
響
評
価
法
第
一
種
事
業)

三

事
後
調
査
報
告
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
場
所

岐
阜
県
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
環
境
管
理
課
、
瑞
浪
市
役
所
建
設
部
シ
テ
ィ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

推
進
課
、
恵
那
市
役
所
建
設
部
建
設
課
、
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務

所
計
画
課

２

縦
覧
期
間

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日(

水)

か
ら
同
年
七
月
二
十
三
日(

木)

ま
で(

土
曜

日
、
日
曜
日
及
び
祝
日
を
除
き
ま
す
。)

３

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で(

縦
覧
場
所
に
よ
っ
て
は
異
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。)

四

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
公
表

事
後
調
査
報
告
書
は
、
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

(https://w
w
w
.cbr.m

lit.go.jp/tajim
i/index.htm

l)

に
お
い
て
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

五

問
合
せ

１

問
合
せ
先

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
計
画
課

多
治
見
市
小
田
町
四
丁
目
八
番
六
号

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
五
七
二
―
二
五
―
八
〇
二
六

２

受
付
日
時

毎
日
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で(

土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝

日
を
除
き
ま
す
。)
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令
和
八
年
六
月
二
十
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


